
中央分離帯や中央線がある場合 中央分離帯や中央線がない場合

法定速度
60km/ｈ

法定速度
30km/ｈ



中央分離帯や中央線があっても
速度標識がある場合

中央分離帯や中央線がなくても
速度標識がある場合

指定速度
５0km/ｈ

指定速度
４0km/ｈ



中央線等のない道路の具体例田んぼ道

生活道路（住宅街など）

林道

生活道路（通学路など）

※ これらの道路はあくまで一例です。実際の道路状況に応じて、安全な速度と方法で運転お願いします。


